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くらしの

情報

くらしの情報

□問本庁・福祉課／本庁・高齢者支援課□問牛深支所・総務振興課

ご存じですか？　障害者控除対象者認定ご存じですか？　障害者控除対象者認定

所得税

27万円

40万円

75万円

市・県民税

26万円

30万円

53万円

障 害 者 控 除 額

特別障害者控除額

特別障害者控除額
（納税者と同居の場合）

　身体障害者手帳や療育手帳などの交付を受けてい
ない65歳以上の人で、障害者控除対象者に認定され
ると、所得税と市・県民税の障害者控除を受けるこ
とができます。
　ただし、控除を受けるには、市が発行する「障害
者控除対象者認定書」が必要です。対象となる人は、
同認定書の交付申請をしてください。なお、身体障
害者手帳などをすでに持っている人は、申告の際に
手帳を提示することで控除が受けられますので、同
認定書は必要ありません。
　また、介護認定を受けていない人は、医師の診断
書や意見書が必要となりますので、事前に本庁・福
祉課へご相談ください。
■対　象＝市内在住の65歳以上の人で、次のいずれ
かに該当する人。

〔障がい者〕
①身体障害３～６級に準ずる障がいがある人
②知的障害の軽度・中度に準ずる障がいがある人

〔特別障がい者〕
③身体障害１・２級に準ずる障がいがある人
④知的障害の重度に準ずる障がいがある人
⑤寝たきりの高齢者

■控除額＝下表のとおり。

■申請方法＝①～④は本庁・福祉課、⑤は本庁・高齢
者支援課に備え付けの申請書に必要事項を記入し、
同課へ提出してください（各支所担当課でも申請
できます）。
※認定結果は後日、郵送で通知します。

　平成24年度に地籍調査を実施した、牛深町
天附の一部地域、大島などの地籍図と地籍簿の
作成作業が完了しました。
　該当地域の土地の所有者または代理の人は閲

覧期間内に必ず閲覧し、誤りがないかを確認し
てください（印かん持参）。
　なお、異議がある人は、閲覧期間内に牛深支
所・総務振興課へ申し出てください。

□閲覧日程
閲覧期間 場　所

牛深町の地籍図、地籍簿の閲覧を！

該　当　地　域
12月５日㊍

午前９時～午後７時

12月６日㊎
午前９時～午後７時
12月９日㊊～24日㊋
午前９時～午後５時
（土・日曜日、祝日を除く）

12月21日㊏・22日㊐
午前９時～午後５時

砂月公民館

牛深支所２階
第１会議室

牛深支所１階
北口玄関ホール

牛深支所２階
地籍調査係

南米淵、堀迫、田代、西田代、水ケ浦、南堀迫、小森、二子、獺越、
大迫、高良田、牛嶋

牛嶋、法ケ嶋、築嶋、後築嶋、黒島、片島、嶌ノ尻、赤崎、魚貫前、
東田平、西田平、本迫

上記の字すべて

②

③

④

①

（年額）

　

風
し
ん
は
妊
娠
初
期
の
女
性
が

か
か
る
と
、
赤
ち
ゃ
ん
が
「
先
天

性
風
し
ん
症
候
群
」
に
か
か
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
市
で
は
、
妊
娠

初
期
の
女
性
が
風
し
ん
に
か
か
る

こ
と
を
防
ぐ
た
め
、
風
し
ん
予
防

接
種
費
用
の
一
部
を
助
成
し
て
い

ま
す
。

▼
対
象
＝
市
内
に
住
所
が
あ
り
、

①
妊
娠
を
予
定
ま
た
は
希
望
し

て
い
る
女
性
②
４
月
１
日
以
降

に
妊
娠
届
を
提
出
し
た
女
性
の

夫
。

▼
助
成
期
間
＝
①
平
成
26
年
３
月

31
日
㊊
ま
で
②
12
月
31
日
㊋
ま

で
。

▼
助
成
回
数
＝
１
人
１
回
。

▼
助
成
額
＝
５
、０
０
０
円
。

　

接
種
を
受
け
る
と
き
は
、
事
前

（
広
告
代
理
店
を
営
む
人
な
ど
）

を
募
集
し
ま
す
。

▼
封
筒
の
種
類
＝
市
が
使
用
す
る

共
通
封
筒
、
窓
口
封
筒
と
納
税

通
知
書
な
ど
の
送
付
用
窓
あ
き

封
筒
。

▼
応
募
資
格
＝
市
内
に
事
業
所
が

あ
り
、
市
税
を
完
納
し
て
い
る

こ
と
。

▼
申
込
期
限
＝
12
月
26
日
㊍
。

▼
申
込
方
法
＝
本
庁
・
財
政
課
に

備
え
付
け
の
申
込
用
紙
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
同
課
へ
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
申
込
用
紙
は

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
取

得
で
き
ま
す
。

▼
説
明
会
＝
12
月
19
日
㊍
午
後
１

時
30
分
か
ら
、
本
庁
３
階
・
第

２
会
議
室
。

□問
本
庁
・
財
政
課

　

12
月
31
日
現
在
で
、
工
業
統
計

調
査
を
実
施
し
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
製
造
業
を
営
む

す
べ
て
の
事
業
所
を
対
象
に
、
活

動
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
国
（
経
済
産
業
省
）
が
行
う
も

の
で
す
。

　

調
査
結
果
は
、
国
や
地
方
公
共

に
指
定
医
療
機
関
へ
予
約
し
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
指
定
医
療
機
関

や
詳
細
は
、
８
月
１
日
号
「
市
政

だ
よ
り
天
草
」
お
知
ら
せ
版
や
市

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い

ま
す
。

□問
天
草
中
央
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

☎
㉔
０
６
２
０
／
天
草
東
保
健

福
祉
セ
ン
タ
ー
☎
66
３
３
５
５

／
天
草
西
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

☎
75
３
３
０
１

　

償
却
資
産
と
は
土
地
・
家
屋
以

外
の
事
業
用
の
資
産
の
こ
と
で
、

そ
の
減
価
償
却
費
（
額
）
は
所
得

税
法
ま
た
は
法
人
税
法
に
よ
る
所

得
の
計
算
上
、
必
要
経
費
ま
た
は

損
金
に
算
入
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　

償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
法

人
ま
た
は
個
人
は
、
１
月
１
日
現

在
の
償
却
資
産
の
状
況
を
毎
年
１

月
31
日
ま
で
に
、
償
却
資
産
が
所

在
す
る
市
町
村
に
申
告
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。申
告
に
備
え
て
、

資
産
の
名
称
や
数
量
、取
得
年
月
、

取
得
金
額
、
耐
用
年
数
な
ど
を
早

め
に
整
理
し
て
お
い
て
く
だ
さ

団
体
の
施
策
の
重
要
な
基
礎
資
料

や
、
学
校
の
教
材
な
ど
と
し
て
広

く
利
用
さ
れ
ま
す
。

　

12
月
中
旬
か
ら
平
成
26
年
１
月

中
旬
に
か
け
て
、
調
査
対
象
事
業

所
に
調
査
員
証
を
携
行
し
た
統
計

調
査
員
が
う
か
が
い
ま
す
の
で
、

調
査
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

　

な
お
、
調
査
内
容
を
統
計
調
査

以
外
の
目
的
に
使
用
す
る
こ
と

は
、
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。

□問
本
庁
・
政
策
企
画
課

　

市
で
は
、
生
ご
み
を
減
量
す
る

た
め
、
生
ご
み
処
理
容
器
な
ど
の

購
入
費
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま

す
。

　

生
ご
み
処
理
容
器
な
ど
を
使
う

こ
と
に
よ
り
、
家
庭
ご
み
の
約
４

割
を
占
め
る
生
ご
み
の
減
量
や
悪

臭
対
策
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

助
成
を
受
け
る
た
め
に
は
、
購

入
す
る
前
に
見
積
書
を
付
け
て
申

請
し
、
市
内
の
店
舗
で
購
入
す
る

こ
と
な
ど
が
必
要
で
す
。

▼
対
象

●
地
上
型
生
ご
み
処
理
容
器
（
屋

外
用
コ
ン
ポ
ス
ト
式
で
１
５
０

リ
ッ
ト
ル
以
上
。
３
、０
０
０

円
を
助
成
）。

●
電
気
式
生
ご
み
処
理
機
（
２
万

円
を
上
限
と
し
て
購
入
価
格
の

３
分
の
１
（
百
円
未
満
切
り
捨

て
）
を
助
成
）。

※
申
請
手
続
き
な
ど
の
詳
細
は
、

本
庁
・
環
境
施
設
課
ま
た
は
各

支
所
担
当
課
へ
お
尋
ね
く
だ
さ

い
。

□問
本
庁
・
環
境
施
設
課

　

市
の
行
政
事
務
用
等
に
使
用
し

て
い
た
パ
ソ
コ
ン
な
ど
で
、
使
用

で
き
な
く
な
っ
た
機
材
を
廃
棄
処

分
す
る
た
め
、
廃
棄
物
処
理
業
務

委
託
の
見
積
合
わ
せ
を
実
施
し
ま

す
。
委
託
内
容
は
、
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で

ご
覧
い
た
だ
く
か
、
本
庁
・
情
報

政
策
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

□問
本
庁
・
情
報
政
策
課

い
。

　

ま
た
、
申
告
す
る
と
き
は
、
法

人
は
固
定
資
産
台
帳
や
法
人
税
申

告
書
な
ど
を
も
と
に
、
個
人
は
所

得
税
の
申
告
（
確
定
申
告
）
に
お

け
る
減
価
償
却
明
細
や
固
定
資
産

を
管
理
し
て
い
る
帳
簿
な
ど
を
も

と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
対
象
者
に
は
申
告
書
類

を
12
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

　

平
成
25
年
中
に
事
業
を
開
始
さ

れ
た
場
合
な
ど
、
新
た
に
申
告
が

必
要
と
な
る
人
で
、
申
告
書
が
な

い
場
合
は
送
付
し
ま
す
の
で
、
本

庁
・
課
税
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

□問
本
庁･

課
税
課

　

市
で
は
、
自
主
財
源
を
確
保
す

る
と
と
も
に
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の

向
上
と
地
域
経
済
の
活
性
化
を
図

る
た
め
、
広
告
掲
載
事
業
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

　

そ
の
一
つ
と
し
て
、
市
が
使
用

す
る
封
筒
へ
の
広
告
掲
載
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
今
回
、
民
間
事
業

者
な
ど
の
広
告
を
取
り
扱
い
、
そ

の
広
告
を
掲
載
し
た
封
筒
を
市
に

提
供
い
た
だ
け
る
広
告
取
扱
者

※詳しいことは□問に
　お問い合わせください。

風
し
ん
予
防
接
種
費
用
の

　

 

一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す

償
却
資
産
申
告
の

　
　
　
　
　

 
ご
準
備
を
！

工
業
統
計
調
査
に

　
　
　
　
　

ご
協
力
を
！

生
ご
み
処
理
容
器
な
ど
の

購
入
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す

パ
ソ
コ
ン
等
廃
棄
物
処
理
業
務

　

委
託
の
見
積
合
わ
せ
を
実
施

健
康
・
医
療

健
康
・
医
療

行
　
政

行
　
政

←

←

市
が
使
用
す
る
封
筒
の

広
告
取
扱
者
を
募
集
し
ま
す


